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南相馬市省エネ高効率機器更新モデル事業補助金交付要綱 

令和６年７月１１日 

告示第１６８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市における脱炭素を推進するため、省エネ高効率機器への更新によ

るエネルギー消費効率の改善を図る市内事業所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金）交付要綱（令和４年３月３０日環政計発第２２０３３０１号）及び南相馬市補助金

等の交付等に関する規則（平成１８年南相馬市規則第３８号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 市内事業者 市内に事業所等を有する民間事業者をいう。 

(2) 高効率空調機器 市内事業者が所有し、かつ自らの事業所等として使用している建物

に設置されている従来の空調機器等に対して３０％以上省ＣＯ２効果が得られるもの

をいう。 

(3) 高効率給湯器 市内事業者が所有し、かつ自らの事業所等として使用している建物に

設置されている従来の給湯機器等に対して３０％以上省ＣＯ２効果が得られるものを

いう。 

（補助対象者等） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。 

(1) 市内事業者 

(2) 南相馬市税等を滞納していない者 

(3) 南相馬市暴力団排除条例（平成２４年南相馬市条例第２３号）第２条第１号に掲げる

暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等（法人が

申請者の場合は使用者も含む。）でない者 

（対象経費、交付対象者、交付対象要件及び補助金額） 

第４条 対象経費、交付対象者、交付対象要件及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、省エネ高効

率機器更新モデル事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市

長に申請しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 暴力団員等でない旨の誓約書（様式第４号） 

(4) 設置機器のカタログ等の写し（製品の仕様とＣＯ２削減量等が分かるもの） 
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(5) 設置予定の建物位置図 

(6) 見積書の写し 

(7) 事業所等に設置されている従来機器の写真 

(8) 法人にあっては商業・法人登記に係る現在事項（又は履歴事項）証明書の写し、個人

事業者にあっては市内に事業所を有することが分かる書類 

(9) 市税の完納証明書（市税等の滞納がない証明書） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 規則第５条の規定に基づき交付の決定をするときは、省エネ高効率機器更新モデル

事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（計画変更の承認申請） 

第７条 補助申請者は、補助金交付申請書の内容を変更するとき又は中止するときは、速や

かに、省エネ高効率機器更新モデル事業補助金変更・中止承認申請書（様式第６号）を市

長に提出しなければならない。 

（補助金変更等の決定） 

第８条 前条の変更の承認申請があったときは、補助金交付の申請と同様の手続きを経て、

変更等の決定を、省エネ高効率機器更新モデル事業補助金変更・中止決定通知書（様式第

７号）により行うものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第９条 市長は、補助金の交付決定を受けた補助申請者が提出した書類に偽りその他不正が

あったと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付した金額の返還を命ずるこ

とができる。 

（実績報告） 

第１０条 第６条に規定する交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事

業が完了したときは、省エネ高効率機器更新モデル事業補助金実績報告書（様式第８号）

に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 収支精算書（様式第９号） 

(2) 領収書の写し及び契約書の写し 

(3) 機器設置前及び機器設置後の写真 

(4) 設置機器の保証書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する実績報告書は、事業完了の日から起算して１か月以内又は交付決定の日

が属する年度の２月２８日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

（補助金交付の請求） 

第１１条 補助事業者は、前条に規定する実績報告書に併せて省エネ高効率機器更新モデル

事業補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 規則第１４条の規定による確定通知は、省エネ高効率機器更新モデル事業補助金
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確定通知書（様式第１１号）によるものとする。 

（使用状況等の調査協力） 

第１３条 市長は、補助事業者に対し、補助対象機器の普及に資するデータ等の提供を要請

することができる。 

（手続代行） 

第１４条 補助申請者及び補助事業者は、第５条、第７条、第１０条及び第１１条の手続き

について、補助対象機器を販売する者に対して依頼することができる。 

（財産処分の管理及び処分） 

第１５条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的

運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し（破棄を含む）を行ってはな

らない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

で定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

３ 補助事業者は、前項に規定する市長の承認を受けようとするときは、省エネ高効率機器

更新モデル事業補助金財産処分等承認申請書（様式第１２号）を市長に提出しなければな

らない。 

４ 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続きについては、環境省所管の

補助金等で取得した財産の処分承認基準について（平成２０年５月１５日付環境会発第０

８０５１５００２号大臣官房会計課長通知。）に準じて財産処分の適否を決定し、その結

果を省エネ高効率機器更新モデル事業補助金財産処分等（承認・不承認）通知書（様式第

１３号）により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、財産処分納付

金を納付させることを決定したときは、当該納付金の額を併せて通知するものとする。 

（証拠書類の整備等） 

第１６条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した証拠書類を整備し、事業終了年度の

翌年度から起算して５年間保存しなければならない。ただし、当該保存期間によっては取

得財産等について第１５条第２号にただし書に規定する期間を経過しない場合は、当該期

間を経過するまで関係書類等を保存しなければならない。 

２ 前項の規定により保管すべき帳簿等のうち、電磁的記録による保管が可能なものは、電

磁的記録によることができる。 

（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 
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２ この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされ

た手続、その他の行為については、手続、その他の行為の完了の日まで、なおその効力を

有する。 

別表（第４条関係） 

高効率空調機器 

対象経費 高効率空調機器設備費及び設置工事費。ただし、既存設備に係る解

体撤去費、発生材処分費、廃棄費用等は対象外とする。 

交付対象者 市内事業者 

交付対象要件 （１） 市内事業者が所有し、かつ、自らの事業所等として使用し

ている建物に設置されている従来機器の更新であること。 

（２） 従来の空調機器等に対して３０％以上省ＣＯ２効果が得ら

れること。 

（３） 地域脱炭素脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和

４年３月３０日付け環政計発第２２０３３０３号。以下「国実

施要領」という。）別紙２の２ウ（チ）ａ、又はエ（ヌ）ａに

定める交付要件を満たすこと。 

（４） 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実

施する事業でないこと。 

（５） 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取  

得した温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジット制度

への登録を行わないこと。 

補助金額 （１）対象経費の１/２以内 

交付上限額は１００万円とする。 

高効率給湯器 

対象経費 高効率給湯器設備費及び設置工事費。ただし、既存設備に係る解体

撤去費、発生材処分費、廃棄費用等は対象外とする。 

交付対象者 市内事業者 

交付対象要件 （１） 市内事業者が所有し、かつ、自らの事業所等として使用し

ている建物に設置されている従来機器の更新であること。 

（２） 従来の給湯器等に対して３０％以上省ＣＯ２効果が得られ

ること。 

（３） 地域脱炭素脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和

４年３月３０日付け環政計発第２２０３３０３号。以下「国実

施要領」という。）別紙２の２ウ（チ）ⅾ、又はエ（ヌ）ｄに

定める交付要件を満たすこと。 

（４） 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実

施する事業でないこと。 

（５） 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取  
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得した温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジット制度

への登録を行わないこと。 

補助金額 （１）対象経費の１/２以内 

交付上限額は１００万円とする。 

 


